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裁判長「判決を受けることができなかった原告がいる

ことは遺憾」と発言 

小島裁判長は、判決の言い渡し後、訴えから８年余

りを要し、この間、原告の１人が亡くなったことに触

れ、「審理開始から長い期間を要したことで判決を受け

ることができなかった原告がいることはいち裁判官と

して遺憾に思っている」と述べました。裁判長がこう

した所感を述べることは異例のことであり、国には自

ら誤りを認め直ちに保護基準を是正することが求めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

判決後に開かれた記者会見では、熱心に質疑応答

が行われました。 

 

※判決要旨、判決全文、弁護団声明はいのとりHPに

掲載しています。 

https://inochinotoride.org/whatsnew/230210_

miyazaki 

宮崎も勝訴！ 裁判長が異例の所感述べる 

流れは私たちの側に！ 
 

全国５例目の原告勝訴 

2023年2月10日、宮崎地方裁判所民事第1部

（小島清二裁判長）は、保護費の減額処分の取消し

を命じる原告勝訴判決を言い渡しました。 

 これまでに言い渡された14の判決のうち、原告

勝訴判決は、2021年2月22日の大阪地裁判決、

2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24

日の東京地裁判決、同年10 月19 日の横浜地裁判

決に次ぐ全国5例目となります。 

 

デフレ調整は違法 

 宮崎地裁判決は、「デフレ調整（物価考慮）」につ

いて、①基準部会等における専門的知見による検

証・検討が行われていないこと、②平成20年を起

点とする合理的理由が示されていないこと、③その

基礎とされた「生活扶助相当CPI」の算出にあたり、

テレビやパソコンの物価下落による影響を過大に

評価した可能性があることなどから、「統計等の客

観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との

整合性を欠くといわざるを得ない」と断罪しまし

た。 

 



 

宮崎から弁護団、支援者らが上京 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎訴訟弁護団団長から要請文書を渡す 

 

 宮崎地裁で全国 5例目の勝訴判決が言い渡された

ことを受け、「控訴を断念し、早期解決を求める」厚

生労働省への要請を２月 13日(月)に行いました。 

 要請には、宮崎訴訟団（後藤好成弁護団長、宮田

尚典弁護士、支援者の橋口寛宮崎県生活と健康を守

る会連合会会長）、いのちのとりで裁判全国アクショ

ンの稲葉剛共同代表、前田美津恵共同代表、本田宏

賛同人、小久保哲郎事務局長のほか、昨年 10月に勝

訴判決を獲得した神奈川弁護団の飯田伸一弁護士ら

が参加しました。 

 審理が長期化し既に亡くなった原告がいることに

ついて、宮崎地裁の裁判長が遺憾の意を表明すると

いう異例の事態を直視し、控訴を断念して解決を図

ることを厚労省に強く求めました。しかし、厚労省

は応えようとしませんでした。 

なお、物価高騰に見合う引き上げを急ぐこと、生

活保護基準の算定の仕方の変更等も強く求めまし

た。 

記者会見では熱心な質問続出 

 要請後、その場でオンラインを含めた記者会見を

しました。記者からは、これまでの勝訴判決との異

同などについて、熱心に質問が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省要請の様子 

 

【今後の判決といのとり大集会の予定】 

 2023年３月、４月は各地の地裁判決、そして大阪

高裁判決が続々と予定されており、まさに天王山を

迎えています。また大阪高裁判決後には、東京で院

内集会を開催いたします。これまで以上のご協力、

ご支援をよろしくお願いいたします。 

３月 24日（金）午前 11時     青森地裁判決 

３月 24日（金）午後２時     和歌山地裁判決 

３月 29日（水）午後 1時 10分 さいたま地裁判決 

４月 11日（火）午後２時    奈良地裁判決 

４月 13日（木）午後 1時 30分  大津地裁判決 

４月 14日（金）午後３時    大阪高裁判決 

４月 14日（金）午後３時    千葉地裁判決 

４月 17日（月）午後 1時予定  いのとり大集会 

（仮称・衆議院第一議員会館） 

№22（２） 

判決を受け 厚労省要請 
―宮崎地裁裁判長の発言を受け、早期解決をー 
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